
                     平成１５年１０月２日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ポータブル形オーディオ機器用充電台 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 ＭＤプレーヤー等のポータブル形オーディオ機器の充電等を行う卓上形の機器

である。充電においては単なる直流出力のみならず、オーディオ機器の充電状況に

応じた出力電流の制御も行う。また、オーディオ機器のアナログ音声信号の増幅・

出力、パソコン等外部機器のデジタル音声信号のアナログ変換等の機能を有する。

 

○構造、仕様、意匠 

 接続器部分を含めて形状は当該ポータブル形オーディオ機器の筐体の形状に合

わせたものとなっており、他のオーディオ機器は使用することはできない。 

オーディオアンプを内蔵し、オーディオ機器接続用専用端子、専用スピーカー端

子、ヘッドホン端子及びパソコンからのデジタル信号用ＵＳＢ端子等を有してい

る。 

 定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、約１５Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者用 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 本充電台及びポータブルオーディオ機器の全体として、特定電気用品以外の電気

用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本充電台は当該ポータブル形オーディオ機器のみが使用できるものであり、また

オーディオ機器と信号等をやりとりして機能するものであることから、本充電台と

オーディオ機器とは一体不可分の関係であると見なし、全体で「その他の音響機器」

として取り扱うのが妥当と判断する。 
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